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   北本市税条例の一部を改正する条例 

 

 北本市税条例（昭和２９年条例第６号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第３号中「又は名称」を「（法人にあっては、事務所又は事業

所の所在地、名称及び法人番号（行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第２条

第１５項に規定する法人番号をいう。以下同じ。））（法人番号を有し

ない者にあっては、事務所又は事業所の所在地及び名称）」に改め、同

条第４号中「又は名称」を「（法人にあっては、事務所又は事業所の所

在地、名称及び法人番号）」に改める。 

 第２３条第２項中「法人税法第２条第１２号の１８」を「法第２９２

条第１項第１４号」に改める。 

 第３１条第２項の表第１号オ中「をいう。以下この表及び第４項」を

「をいう。以下この表及び第４項並びに第３４条の６の２第１項及び第

２項」に改める。 

 第３３条第２項に次のただし書を加える。 

  ただし、同法第６０条の２から第６０条の４までの規定の例によら

ないものとする。 



 第３６条の２第８項中「寮等の所在」の次に「、法人番号」を加える。 

 第３６条の３の３第４項中「第２０３条の５第４項」を「第２０３条

の５第５項」に改める。 

 第５１条第２項中第２号を第３号とし、第１号を第２号とし、同号の

前に次の１号を加える。 

 ⑴ 納税義務者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は事務所若しく

は事業所の所在地及び個人番号（行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定する個

人番号をいう。）又は法人番号 

 第６３条の２第１項第１号中「住所氏名」を「住所、氏名又は名称及

び個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律第２条第５項に規定する個人番号をいい、当該書類を提

出する者の同項に規定する個人番号に限る。以下固定資産税について同

じ。）又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、

住所及び氏名又は名称）」に改める。 

 第６３条の３の見出し中「あん分」を「按分」に改め、同条第１項中

「あん分の」を「按分の」に改め、同項第１号中「及び氏名」を「、氏

名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しな

い者にあっては、住所及び氏名又は名称）」に改め、同項第５号中「あ

ん分する」を「按分する」に改め、同条第２項中「あん分の」を「按分

の」に改め、同項第１号中「及び氏名」を「、氏名又は名称及び個人番

号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所

及び氏名又は名称）」に改め、同項第６号中「あん分する」を「按分す

る」に改め、同条第３項中「あん分」を「按分」に改める。 

 第７１条第１項中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第２項第１

号中「及び氏名又は名称」を「、氏名又は名称及び個人番号又は法人番

号（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は

名称）」に改める。 

 第７４条第１項第１号及び第７４条の２第１項第１号中「及び氏名又

は名称」を「、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又は

法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称）」に改める。 

あん  

あん  

あん  あん  

あん  

あん  



 第８９条第２項第２号中「氏名若しくは名称」を「事務所若しくは事

業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号（行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定する

個人番号をいう。以下この号及び次条において同じ。）又は法人番号

（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又は事務所若し

くは事業所の所在地及び氏名又は名称）」に改める。 

 第９０条第２項第１号中「及び住所」を「、住所及び個人番号（個人

番号を有しない者にあっては、氏名及び住所）」に改める。 

 第１３１条の３第１項中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第２

項第１号中「及び氏名又は名称」を「、氏名又は名称及び個人番号（行

政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

第２条第５項に規定する個人番号をいう。以下この号において同じ。）

又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及

び氏名又は名称）」に改める。 

 第１３９条第１号中「及び氏名又は名称」を「又は事務所若しくは事

業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号（行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定する

個人番号をいう。以下この号において同じ。）又は法人番号（個人番号

又は法人番号を有しない者にあっては、住所又は事務所若しくは事業所

の所在地及び氏名又は名称）」に改める。 

 附則第４条第１項中「第１４５条第１項」を「第１４４条の８」に改

める。 

 附則第１０条の３第１項第１号及び第２項第１号中「及び氏名又は名

称」を「、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人

番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称）」に改め、同条

第３項第１号中「及び氏名」を「、氏名又は名称及び個人番号又は法人

番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又

は名称）」に改め、同条第４項第１号、第５項第１号、第６項第１号、

第７項第１号、第８項第１号、第９項第１号及び第１０項第１号中「及

び氏名又は名称」を「、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人

番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称）」



に改める。 

 附則第１３条の４第２項第１号、第３項第１号及び第４項第１号中

「及び氏名」を「、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号

又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称）」に改

める。 

 附則第１６条の２を次のように改める。 

第１６条の２ 削除 

 附則第２３条第１項第１号中「及び氏名又は名称」を「、氏名又は名

称及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあ

っては、住所及び氏名又は名称）」に改め、同条第３項第１号中「及び

氏名」を「、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法

人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名）」に改める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、平成２８年１月１日から施行する。ただし、次の

各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

⑴ 第３１条第２項の表第１号オの改正規定 公布の日 

⑵ 第２３条第２項、附則第４条第１項及び附則第１６条の２の改正

規定並びに次条第３項及び附則第５条の規定は、平成２８年４月１

日 

 （市民税に関する経過措置） 

第２条 改正後の北本市税条例（以下「新条例」という。）第３３条第

２項の規定は、平成２８年度以後の年度分の個人の市民税について適

用し、平成２７年度分までの個人の市民税については、なお従前の例

による。 

２ 新条例第５１条第２項第１号の規定は、この条例の施行の日（以下

「施行日」という。）以後に提出する申請書について適用する。 

３ 新条例第２３条第２項の規定は、附則第１条第２号に掲げる規定の

施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開

始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始



した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分

の法人の市民税については、なお従前の例による。 

４ 新条例第３６条の２第８項の規定は、施行日以後に行われる同項の

規定による申告について適用し、施行日前に行われる改正前の北本市

税条例（以下「旧条例」という。）第３６条の２第８項の規定による

申告については、なお従前の例による。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

第３条 新条例第６３条の２第１項第１号、第６３条の３第１項第１号

及び第２項第１号、第７１条第２項第１号、第７４条第１項第１号並

びに第７４条の２第１項第１号並びに附則第１０条の３第１項第１号、

第２項第１号、第３項第１号、第４項第１号、第５項第１号、第６項

第１号、第７項第１号、第８項第１号、第９項第１号及び第１０項第

１号、附則第１３条の４第２項第１号、第３項第１号及び第４項第１

号並びに附則第２３条第１項第１号及び第３項第１号の規定は、施行

日以後に提出する新条例第６３条の２第１項並びに第６３条の３第１

項及び第２項並びに附則第２３条第３項に規定する申出書、新条例第

７１条第２項並びに附則第１３条の４第３項及び第４項に規定する申

請書又は新条例第７４条第１項及び第７４条の２第１項並びに附則第

１０条の３各項、附則第１３条の４第２項及び附則第２３条第１項に

規定する申告書について適用し、同日前に提出した旧条例第６３条の

２第１項並びに第６３条の３第１項及び第２項並びに附則第２３条第

３項に規定する申出書、旧条例第７１条第２項並びに附則第１３条の

４第３項及び第４項に規定する申請書又は旧条例第７４条第１項及び

第７４条の２第１項並びに附則第１０条の３各項、附則第１３条の４

第２項及び附則第２３条第１項に規定する申告書については、なお従

前の例による。 

 （軽自動車税に関する経過措置） 

第４条 新条例第８９条第２項第２号及び第９０条第２項第１号の規定

は、施行日以後に提出する新条例第８９条第２項並びに第９０条第２

項及び第３項に規定する申請書について適用し、同日前に提出した旧

条例第８９条第２項並びに第９０条第２項及び第３項に規定する申請



書については、なお従前の例による。 

 （市たばこ税に関する経過措置） 

第５条 別段の定めがあるものを除き、附則第１条第２号に掲げる規定

の施行の日前に課した、又は課すべきであった旧条例附則第１６条の

２に規定する喫煙用の紙巻たばこ（以下この条において「紙巻たばこ

３級品」という。）に係る市たばこ税については、なお従前の例によ

る。 

２ 次の各号に掲げる期間内に、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）

第４６５条第１項に規定する売渡し又は同条第２項に規定する売渡し

若しくは消費等が行われる紙巻たばこ３級品に係る市たばこ税の税率

は、新条例第９５条の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とす

る。 

 ⑴ 平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで １，０００

本につき２，９２５円 

 ⑵ 平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで １，０００

本につき３，３５５円 

 ⑶ 平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで １，０００

本につき４，０００円 

３ 前項の規定の適用がある場合における新条例第９８条第１項から第

４項までの規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表

の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替え

るものとする。 

第９８条第１項 施行規則第３４号

の２様式 

地方税法施行規則の一

部を改正する省令（平

成２７年総務省令第３

８号）の規定による改

正前の地方税法施行規

則（以下この節におい

て「平成２７年改正前

の地方税法施行規則」

という。）第４８号の



５様式 

第９８条第２項 施行規則第３４号

の２の２様式 

平成２７年改正前の地

方税法施行規則第４８

号の６様式 

第９８条第３項 施行規則第３４号

の２の６様式 

平成２７年改正前の地

方税法施行規則第４８

号の９様式 

第９８条第４項 施行規則第３４号

の２様式又は第３

４号の２の２様式 

平成２７年改正前の地

方税法施行規則第４８

号の５様式又は第４８

号の６様式 

４ 平成２８年４月１日前に地方税法第４６５条第１項に規定する売渡

し又は同条第２項に規定する売渡し若しくは消費等（同法第４６９条

第１項第１号及び第２号に規定する売渡しを除く。以下この条におい

て同じ。）が行われた紙巻たばこ３級品を同日に販売のため所持する

卸売販売業者等（新条例第９２条第１項に規定する卸売販売業者等を

いう。以下この条において同じ。）又は小売販売業者がある場合にお

いて、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律（平成２７年法

律第９号。以下「所得税法等改正法」という。）附則第５２条第１項

の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ３級品を同日

にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項

の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸

売販売業者等として当該紙巻たばこ３級品（これらの者が卸売販売業

者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小

売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該紙巻たばこ３級

品を直接管理する営業所において所持されるものに限る。）を同日に

小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。こ

の場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみな

される紙巻たばこ３級品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、１，

０００本につき４３０円とする。 

５ 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、



地方税法等の一部を改正する法律（平成２７年法律第２号。以下「平

成２７年改正法」という。）附則第２０条第４項に規定する申告書を

平成２８年５月２日までに市長に提出しなければならない。 

６ 前項の規定による申告書を提出した者は、平成２８年９月３０日ま

でに、その申告に係る税金を地方税法施行規則（昭和２９年総理府令

第２３号。以下「施行規則」という。）第３４号の２の５様式による

納付書によって納付しなければならない。 

７ 第４項の規定により市たばこ税を課する場合においては、前３項に

規定するもののほか、新条例第１９条、第９８条第４項及び第５項、

第１００条の２並びに第１０１条の規定を適用する。この場合におい

て、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第１９条 第９８条第１項若

しくは第２項、 

北本市税条例の一部を

改正する条例（平成２

７年条例第    号。

以下この条及び第２章

第４節において「平成

２７年改正条例」とい

う。）附則第５条第６

項、 

第１９条第２号 第９８条第１項若

しくは第２項 

平成２７年改正条例附

則第５条第５項 

第１９条第３号 第４８条第１項の

申告書（法第３２

１条の８第２２項

及び第２３項の申

告書を除く。）、

第９８条第１項若

しくは第２項の申

告書又は第１３１

条第１項の申告書

平成２７年改正条例附

則第５条第６項の納期

限 



でその提出期限 

第９８条第４項 施行規則第３４号

の２様式又は第３

４号の２の２様式 

平成２７年改正法附則

第２０条第４項の規定 

第９８条第５項 第１項又は第２項 平成２７年改正条例附

則第５条第６項 

第１００条の２ 第９８条第１項又

は第２項 

平成２７年改正条例附

則第５条第５項 

当該各項 同項 

第１０１条第２項 第９８条第１項又

は第２項 

平成２７年改正条例附

則第５条第６項 

８ 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、

市の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡

した紙巻たばこ３級品のうち、第４項の規定により市たばこ税を課さ

れた、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市たばこ

税に相当する金額を、新条例第９９条の規定に準じて、同条の規定に

よる当該紙巻たばこ３級品につき納付された、又は納付されるべき市

たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販

売業者等に係る市たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に

還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例第９８条

第１項から第３項までの規定により市長に提出すべき申告書には、当

該返還に係る紙巻たばこ３級品の品目ごとの本数についての明細を記

載した施行規則第１６号の５様式による書類を添付しなければならな

い。 

９ 平成２９年４月１日前に地方税法第４６５条第１項に規定する売渡

し又は同条第２項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻た

ばこ３級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売

業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第５２

条第８項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ３級

品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみな



して同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これら

の者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ３級品（これらの者が卸

売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これら

の者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該紙巻た

ばこ３級品を直接管理する営業所において所持されるものに限る。）

を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課

する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したも

のとみなされる紙巻たばこ３級品の本数とし、当該市たばこ税の税率

は、１，０００本につき４３０円とする。 

１０ 第５項から第８項までの規定は、前項の規定により市たばこ税を

課する場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲

げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる

字句に読み替えるものとする。 

第５項 前項 第９項 

附則第２０条第４項 附則第２０条第１０

項において準用する

同条第４項 

平成２８年５月２日 平成２９年５月１日 

第６項 平成２８年９月３０

日 

平成２９年１０月２

日 

第７項の表以外の部

分 

第４項 第９項 

から 、第５項及び 

第７項の表第１９条

の項 

附則第５条第６項 附則第５条第１０項

において準用する同

条第６項 

第７項の表第１９条

第２号の項 

附則第５条第５項 附則第５条第１０項

において準用する同

条第５項 

第７項の表第１９条

第３号の項 

附則第５条第６項 附則第５条第１０項

において準用する同



条第６項 

第７項の表第９８条

第４項の項 

附則第２０条第４項 附則第２０条第１０

項において準用する

同条第４項 

第７項の表第９８条

第５項の項 

附則第５条第６項 附則第５条第１０項

において準用する同

条第６項 

第７項の表第１００

条の２の項 

附則第５条第５項 附則第５条第１０項

において準用する同

条第５項 

第７項の表第１０１

条第２項の項 

附則第５条第６項 附則第５条第１０項

において準用する同

条第６項 

第８項 第４項 第９項 

１１ 平成３０年４月１日前に地方税法第４６５条第１項に規定する売

渡し又は同条第２項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻

たばこ３級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販

売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第５

２条第１０項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ

３級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものと

みなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、こ

れらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ３級品（これらの者

が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、こ

れらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該紙

巻たばこ３級品を直接管理する営業所において所持されるものに限

る。）を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ

税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡

したものとみなされる紙巻たばこ３級品の本数とし、当該市たばこ税

の税率は、１，０００本につき６４５円とする。 

１２ 第５項から第８項までの規定は、前項の規定により市たばこ税を



課する場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲

げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる

字句に読み替えるものとする。 

第５項 前項 第１１項 

附則第２０条第４項 附則第２０条第１２

項において準用する

同条第４項 

平成２８年５月２日 平成３０年５月１日 

第６項 平成２８年９月３０

日 

平成３０年１０月１

日 

第７項の表以外の部

分 

第４項 第１１項 

から 、第５項及び 

第７項の表第１９条

の項 

附則第５条第６項 附則第５条第１２項

において準用する同

条第６項 

第７項の表第１９条

第２号の項 

附則第５条第５項 附則第５条第１２項

において準用する同

条第５項 

第７項の表第１９条

第３号の項 

附則第５条第６項 附則第５条第１２項

において準用する同

条第６項 

第７項の表第９８条

第４項の項 

附則第２０条第４項 附則第２０条第１２

項において準用する

同条第４項 

第７項の表第９８条

第５項の項 

附則第５条第６項 附則第５条第１２項

において準用する同

条第６項 

第７項の表第１００

条の２の項 

附則第５条第５項 附則第５条第１２項

において準用する同

条第５項 



第７項の表第１０１

条第２項の項 

附則第５条第６項 附則第５条第１２項

において準用する同

条第６項 

第８項 第４項 第１１項 

１３ 平成３１年４月１日前に地方税法第４６５条第１項に規定する売

渡し又は同条第２項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻

たばこ３級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販

売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第５

２条第１２項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ

３級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものと

みなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、こ

れらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ３級品（これらの者

が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、こ

れらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該紙

巻たばこ３級品を直接管理する営業所において所持されるものに限

る。）を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ

税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡

したものとみなされる紙巻たばこ３級品の本数とし、当該市たばこ税

の税率は、１，０００本につき１，２６２円とする。 

１４ 第５項から第８項までの規定は、前項の規定により市たばこ税を

課する場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲

げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる

字句に読み替えるものとする。 

第５項 前項 第１３項 

附則第２０条第４項 附則第２０条第１４

項において準用する

同条第４項 

平成２８年５月２日 平成３１年４月３０

日 

第６項 平成２８年９月３０ 平成３１年９月３０



日 日 

第７項の表以外の部

分 

第４項 第１３項 

から 、第５項及び 

第７項の表第１９条

の項 

附則第５条第６項 附則第５条第１４項

において準用する同

条第６項 

第７項の表第１９条

第２号の項 

附則第５条第５項 附則第５条第１４項

において準用する同

条第５項 

第７項の表第１９条

第３号の項 

附則第５条第６項 附則第５条第１４項

において準用する同

条第６項 

第７項の表第９８条

第４項の項 

附則第２０条第４項 附則第２０条第１４

項において準用する

同条第４項 

第７項の表第９８条

第５項の項 

附則第５条第６項 附則第５条第１４項

において準用する同

条第６項 

第７項の表第１００

条の２の項 

附則第５条第５項 附則第５条第１４項

において準用する同

条第５項 

第７項の表第１０１

条第２項の項 

附則第５条第６項 附則第５条第１４項

において準用する同

条第６項 

第８項 第４項 第１３項 

（特別土地保有税に関する経過措置） 

第６条 新条例第１３１条の３第２項第１号の規定は、施行日以後に提

出する同項に規定する申請書について適用し、施行日前に提出した旧

条例第１３１条の３第２項に規定する申請書については、なお従前の

例による。 



 （入湯税に関する経過措置） 

第７条 新条例第１３９条の規定は、施行日以後に行われる新条例第１

３９条の規定による申告について適用し、施行日前に行われた旧条例

第１３９条の規定による申告については、なお従前の例による。 


